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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第31期

中間連結会計期間
第32期

中間連結会計期間
第31期

会計期間
自 2024年10月１日
至 2025年３月31日

自 2025年10月１日
至 2026年３月31日

自 2024年10月１日
至 2025年９月30日

売上収益 (百万円) 14,291 14,901 28,127

税引前中間(当期)利益 (百万円) 1,801 2,441 3,805

親会社の所有者に帰属する
中間(当期)利益

(百万円) 3,723 1,544 5,317

親会社の所有者に帰属する
中間(当期)包括利益

(百万円) 561 2,537 2,037

親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 24,531 27,267 26,022

資産合計 (百万円) 37,436 42,100 40,915

基本的１株当たり中間(当期)
利益

(円) 29.08 12.05 41.51

希薄化後１株当たり中間(当期)
利益

(円) － 12.04 41.49

親会社所有者帰属持分比率 (％) 65.5 64.8 63.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,369 1,852 4,808

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △9,370 △3,790 △11,852

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,724 △11 3,890

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 8,532 8,782 10,702
 

(注) １．上記指標は、国際会計基準（以下「IFRS会計基準」という。）により作成した要約中間連結財務諸表及び連

結財務諸表に基づいております。

２．当社は要約中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

３．第31期中間連結会計期間の希薄化後１株当たり中間利益は、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しな

いため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等の

リスクについての重要な変更はありません。

 
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び当社の関係会

社)が判断したものです。

 
(1) 経営成績の状況

当社グループは「常に革進することで、より多くの人々が心からの「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組み

を創る」を経営理念として掲げ、あらゆるステークホルダーに配慮した健全な事業活動を通じ、当社グループの企

業価値向上を追求するだけでなく、持続的な社会の発展に貢献することを目指しております。

 
当中間連結会計期間（2025年10月～2026年３月）における事業環境は、国内においては、雇用・所得環境に改善

の動きがみられること等を背景に、緩やかな回復基調が続いておりますが、エネルギー高騰や円安基調の継続等に

起因する物価上昇感や、世界情勢の悪化による先行き不透明感への懸念等から、個人消費の本格的な回復には至っ

ておりません。

当社の主要な事業領域である建設・不動産業界においては、資材や人件費の高止まりにより、特に首都圏を中心

とした都市部で新築物件価格の上昇が継続しております。一方で、政府による既存住宅市場の活性化施策や消費者

の価格志向を背景に、中古住宅への関心は高まっていますが、中古物件価格や賃貸物件の賃料も上昇傾向にあり、

市場全体として住宅価格が上昇しています。このような状況の中で、膨大な情報から最適な物件を効率的に比較検

討したいというニーズは一段と高まっており、当社の提供する詳細な物件情報やAIを活用した検索・提案機能の重

要性が増しております。

 
このような環境のもと、当社グループは、前連結会計年度に海外事業（LIFULL CONNECT, S.L.等）のリストラク

チャリングを完了し、2028年９月期までの中期経営計画のテーマとして掲げる「住領域×AIでNo.1」を目指して、

経営資源を国内の主軸である「HOME'S関連事業」に集中させております。中期経営計画の初年度である当期は、人

材の採用、プロモーション、開発（AI関連を含む）を強化するための成長投資を積極的に実施しております。

 
これらの結果、当中間連結会計期間の売上収益は14,901百万円（前年同期比＋4.3％）、営業利益は2,344百万円

（同＋28.5％）と増収増益となりました。税引前中間利益は2,441百万円（同＋35.5％）、親会社の所有者に帰属す

る中間利益は1,544百万円（同△58.5％）となりましたが、前年同期に計上した海外事業のリストラクチャリングに

伴う一時的な利益の反動が主な要因であります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＬＩＦＵＬＬ(E05624)

半期報告書

 4/40



 

また、当中間連結会計期間におけるセグメント毎の売上収益及びセグメント利益（△損失）は、以下のとおりで

す。

   （単位：百万円）

セグメントの名称
売上収益 セグメント利益（△損失）

金額 前年同期比（％） 金額 前年同期比（％）

(1) HOME'S関連事業 13,585 ＋4.2 2,591 ＋19.1

(2) その他 1,316 ＋4.5 △262 （注２）
 

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２．前年同期のセグメント損失は185百万円であります。

 
①HOME'S関連事業

当セグメントは、不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」、不動産投資と収益物件の検索サイト「健美家」及

び関連事業で構成されています。

膨大な情報から最適な物件を効率的に比較検討したいというユーザーニーズと、深刻な人手不足を背景とした事

業者の業務効率化ニーズに応えるべく、AI・生成AIを積極的に活用し、ユーザーに対しては、最適な情報を効率的

に取得できるようUI/UX改善を通じた体験向上を図り、事業者に対しては、生産性を高める成約確度の高い送客や

サービスを提供することで、提供価値の向上と競争力の強化に努めております。

当期においては、営業体制の強化による掲載情報の拡充とネットワーク拡大に加え、「LIFULL HOME'S」及び住ま

い探しの体験を一新する「LIFULL AI」の認知向上・利用促進を目的とした積極的なプロモーションを実施し、さら

なる業績拡大に取り組んでおります。

当中間連結会計期間では、国内の移動者数はほぼ横ばいで推移する状況の中、各施策の効果によりトラフィック

等の各指標は順調に進捗しており、売上収益は13,585百万円（前年同期比＋4.2％）となりました。AI・生成AIの活

用により、社内業務を効率化させながらクライアントに対する提案力を高めた結果、中期経営計画の達成に向けた

採用やプロモーション強化等の積極的な成長投資を行いながらも、セグメント利益は2,591百万円（同＋19.1％）と

増益となりました。

 
②その他

その他は、老人ホーム・介護施設の検索サイト「LIFULL 介護」、地方創生事業等により構成されています。

当中間連結会計期間の売上収益は1,316百万円（同＋4.5％）、セグメント損失は262百万円（前年同期はセグメン

ト損失185百万円、77百万円の悪化）となりました。

 
以下の項目等、より詳しい決算内容に関しては、当社投資家情報サイトより、2026年５月12日発表の「2026年９

月期第２四半期決算説明資料」をご覧ください。

参考URL：https://lifull.com/ir/ir-data/

 

＜決算説明資料の主な項目＞

・営業損益の推移　　　　　　・・・　主な費用の増減要因と売上収益に占める比率の推移等

・サービス別売上収益の推移　・・・　セグメント別売上収益の推移と増減要因

・業績予想の進捗状況　　　　・・・　セグメント別売上収益、主な費目別の業績予想に対する進捗状況

・トピックス　　　　　　　　・・・　セグメント毎の主な取組み状況

・四半期毎のデータ　　　　　・・・　損益計算書（簡易版）、セグメント別売上収益、セグメント別損益

・外部統計データ集　　　 　 ・・・　マンション発売戸数、マンション価格、新設住宅着工戸数、日本全国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動者数、人口・世帯数
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(2) 財政状態

（流動資産）

流動資産の残高は17,572百万円となり、前連結会計年度末（以下、前期末）に比べ949百万円減少しております。

主な要因は、現金及び現金同等物の減少1,920百万円、売掛金及びその他の短期債権の増加277百万円、その他の短

期金融資産の増加500百万円、その他の流動資産の増加143百万円、及び売却目的で保有する資産の増加48百万円で

あります。

（非流動資産）

非流動資産の残高は24,527百万円となり、前期末に比べ2,134百万円増加しております。主な要因は、有形固定資

産の増加1,967百万円、使用権資産の減少285百万円、のれんの増加９百万円、無形資産の減少57百万円、持分法で

会計処理されている投資の増加165百万円、投資不動産の減少49百万円、その他の長期金融資産の増加1,462百万

円、繰延税金資産の減少1,173百万円、及びその他の非流動資産の増加96百万円であります。

 
以上の結果、当中間連結会計期間末の資産合計は42,100百万円となり、前期末に比べ1,184百万円増加しておりま

す。

 
（流動負債）

流動負債の残高は5,310百万円となり、前期末に比べ422百万円減少しております。主な要因は、買掛金及びその

他の短期債務の増加182百万円、借入金の増加13百万円、リース負債の減少140百万円、未払法人所得税の増加38百

万円、その他の短期金融負債の増加５百万円、及びその他の流動負債の減少522百万円等であります。

（非流動負債）

非流動負債の残高は9,154百万円となり、前期末に比べ196百万円増加しております。主な要因は、借入金の増加

1,526百万円、リース負債の減少151百万円、引当金の減少1,059百万円、その他の長期金融負債の減少105百万円、及

び繰延税金負債の減少14百万円等であります。

 
以上の結果、当中間連結会計期間末の負債合計は14,465百万円となり、前期末に比べ226百万円減少しておりま

す。

 
（資本）

当中間連結会計期間末における資本の残高は27,635百万円となり、前期末に比べ1,411百万円増加しております。

主な要因は、親会社の所有者に帰属する中間利益による利益剰余金の増加1,544百万円、剰余金の配当による利益剰

余金の減少1,333百万円、その他の包括利益によるその他の資本の構成要素の増加992百万円、株式報酬取引による

資本金の増加９百万円、株式報酬取引による資本剰余金の増加９百万円、非支配持分株主との資本取引による資本

剰余金の増加16百万円、及び非支配持分の増加165百万円等であります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

   （単位：百万円）

区分
前中間連結会計期間
(自　2024年10月１日
至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　2025年10月１日
 至　2026年３月31日)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,369 1,852 483

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,370 △3,790 5,580

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,724 △11 △2,735

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △5,243 △1,874 3,368
 

　

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金）は、8,782百万円となりました。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は1,852百万円となり、前中間連結会計期間の増加した資金1,369百万円と比べ、

483百万円の増加となりました。主な要因は、前中間連結会計期間は減損損失が200百万円、支配喪失損益（△は

益）が△1,224百万円、債権放棄損が349百万円それぞれ発生していたこと、当中間連結会計期間は税引前中間利益

が2,441百万円と前中間連結会計期間に比べ639百万円増加したこと、非継続事業からの税引前中間利益（△損失）

が△７百万円と前中間連結会計期間に比べ627百万円減少したこと、減価償却費及び償却費が693百万円と前中間連

結会計期間に比べ104百万円減少したこと、売掛金及びその他の短期債権の増減額が△271百万円と前中間連結会計

期間に比べ211百万円増加したこと、買掛金及びその他の短期債務の増減額が56百万円と前中間連結会計期間に比べ

334百万円増加したこと、棚卸資産の増減額が△99百万円と前中間連結会計期間に比べ60百万円減少したこと、賞与

引当金の増減額が△569百万円と前中間連結会計期間に比べ793百万円減少したこと、その他が△511百万円と前中間

連結会計期間に比べ248百万円減少したこと、及び法人所得税の還付額が116百万円と前中間連結会計期間の法人所

得税の支払額395百万円に比べ511百万円増加したこと等であります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は3,790百万円となり、前中間連結会計期間の減少した資金9,370百万円と比べ、

5,580百万円の増加となりました。主な要因は、前中間連結会計期間は子会社の支配喪失による減少額が2,722百万

円発生していたこと、当中間連結会計期間は関連会社株式の取得による支出が216百万円、関連会社株式の売却によ

る収入が176百万円、資産除去債務の履行による支出が900百万円それぞれ発生したこと、資本性金融資産の取得に

よる支出が170百万円と前中間連結会計期間に比べ148百万円増加したこと、有形固定資産及び投資不動産の取得に

よる支出が2,186百万円と前中間連結会計期間に比べ4,302百万円減少したこと、無形資産の取得による支出が49百

万円と前中間連結会計期間に比べ16百万円減少したこと、貸付による支出が1,516百万円と前中間連結会計期間に比

べ７百万円減少したこと、貸付金の回収による収入が1,172百万円と前中間連結会計期間に比べ282百万円減少した

こと、及びその他が△100百万円と前中間連結会計期間に比べ96百万円減少したことであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は11百万円となり、前中間連結会計期間の増加した資金2,724百万円と比べ、

2,735百万円の減少となりました。主な要因は、当中間連結会計期間は非支配持分からの払込による収入が91百万円

発生したこと、短期借入れによる収入が200百万円と前中間連結会計期間に比べ100百万円減少したこと、短期借入

金の返済による支出が184百万円と前中間連結会計期間に比べ3,101百万円減少したこと、長期借入れによる収入が

1,704百万円と前中間連結会計期間に比べ4,512百万円減少したこと、長期借入金の返済による支出が180百万円と前

中間連結会計期間に比べ98百万円増加したこと、配当金の支払額が1,332百万円と前中間連結会計期間に比べ1,239

百万円増加したこと、及びリース負債の返済による支出が312百万円と前中間連結会計期間に比べ26百万円減少した

こと等であります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は41百万円であります。

 

(6) 従業員数

①連結会社の状況

当中間連結会計期間において、従業員数の著しい増減はありません。

②提出会社の状況

当中間会計期間において、従業員数の著しい増減はありません。

 
３【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 350,452,800

計 350,452,800
 

 

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年５月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 134,586,032 134,586,032
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数
100株

計 134,586,032 134,586,032 ― ―
 

 
（注）提出日現在発行数には、2026年5月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 
（a）第4回新株予約権  

決議年月日 2025年11月12日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社常勤取締役・執行役員　10

新株予約権の数（個）　※ 9,000　(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）　※

普通株式　900,000　(注)１

新 株 予約権の行使時の払込金額
（円）※

192　(注)２

新株予約権の行使期間　※ 2029年１月１日～2032年１月５日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円）　

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の
額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとする。
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備
金の額は、上記１．記載の資本金等増加限度額から、上記１．に定める増
加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件　※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承
認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

（注）５
 

 ※　発行決議日現在（2025年11月12日）における内容を記載しております。

 
(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

　　　　 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の
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結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 分割(または併合）の比率
 

　　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行

うことができるものとする。

 
２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金192円とする。

　　なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の比率
 

　

　　また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げ

る。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

 
３．新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権を保有する者（以下、「本新株予約権者」という。）は、当社の2028年９月期（決算期が変

更された場合は、2028年９月よりも後に終了する期）に係る有価証券報告書における連結営業利益が60億

円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

②　本新株予約権者は、割当日から2027年９月30日までの期間において、継続して当社又は当社関係会社の取

締役、監査役又は従業員であることを条件として、本新株予約権を行使することができる。ただし、任期

満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③　本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
４．新株予約権の取得に関する事項

①　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の

承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来

をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった

場合は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。

 
５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、

以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

　③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）１．に準じて決定する。

　④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
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　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記（注）２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）５．③に従って決

定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

　⑤　新株予約権を行使することができる期間

　　　本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か

ら本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

　⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額に準じて決定する。

　⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

　⑧　その他新株予約権の行使の条件

　　　本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

　⑨　新株予約権の取得事由及び条件

　　　本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

　⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
 
 
 
（b）第5回新株予約権

 

決議年月日 2025年11月12日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員・国内の当社関係会社取締役及び従業員　229

新株予約権の数（個）　※ 19,950　(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）　※

普通株式　1,995,000　(注)１

新 株 予約権の行使時の払込金額
（円）※

192　(注)２

新株予約権の行使期間　※ 2029年１月１日～2032年１月５日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円）　

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の
額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとする。
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備
金の額は、上記１．記載の資本金等増加限度額から、上記１．に定める増
加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件　※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承
認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

（注）５
 

 ※　発行決議日現在（2025年11月12日）における内容を記載しております。

 
(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

　　　　 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 分割(または併合）の比率
 

　　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行

うことができるものとする。

 
２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金192円とする。

　　なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の比率
 

　

 

　　　　　また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自

　　　　　己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換

　　　　　による自己株式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の

　　　　　端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

 
３．新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権を保有する者（以下、「本新株予約権者」という。）は、当社の2028年９月期（決算期が変

更された場合は、2028年９月よりも後に終了する期）に係る有価証券報告書における連結営業利益が、そ

れぞれ下記(a)又は(b)に掲げる条件を充たした場合、付与された本新株予約権のうち、各条件に対応した

割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を上限として本新株予約権を行使することができる。

　　(a)　連結営業利益が55億円以上の場合：　行使可能割合50％

　　(b)　連結営業利益が60億円以上の場合：　行使可能割合100％

②　本新株予約権者は、割当日から2027年９月30日までの期間において、継続して当社又は当社関係会社の取

締役、監査役又は従業員であることを条件として、本新株予約権を行使することができる。ただし、任期

満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③　本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
４．新株予約権の取得に関する事項

①　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の

承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来

をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった

場合は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。

 
５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、

以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

　③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）１．に準じて決定する。

　④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記（注）２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）５．③に従って決

定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

　⑤　新株予約権を行使することができる期間

　　　本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か

ら本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
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　⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額に準じて決定する。

　⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

　⑧　その他新株予約権の行使の条件

　　　本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

　⑨　新株予約権の取得事由及び条件

　　　本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

　⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

（ライツプランの内容）

該当事項はありません。

 
（その他の新株予約権等の状況）

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2026年２月27日（注１） 179,828 134,560,532 7 9,734 7 9,999

2025年10月１日～
2026年３月31日（注２）

25,500 134,586,032 2 9,736 2 10,001
 

 (注)

１．2026年１月28日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。

　　発行価格　　　　177円00銭

　　資本組入額　　  88円50銭

　　主な割当先　　　当社の取締役（社外取締役を除く。）4名

２．新株予約権の行使によるものです。
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【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

 発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

井上 高志 東京都港区 42,576,682 33.17

楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目１４－１ 23,797,100 18.54

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号 5,190,900 4.04

株式会社日本カストディ銀行（信託
口）

東京都中央区晴海１丁目８-１２ 3,028,200 2.36

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫ
ＥＲＳ ＬＬＣ（常任代理人　イン
タラクティブ・ブローカーズ証券株
式会社）

ＯＮＥ ＰＩＣＫＷＩＣＫ ＰＬＡＺＡ ＧＲ
ＥＥＮ　ＷＩＣＨ， ＣＯＮＮＥＣＴＩＣＵ
Ｔ ０６８３０　ＵＳＡ（東京都千代田区霞
が関３丁目２－５）

2,219,620 1.73

ＣＡＣＥＩＳ ＢＫ ＥＳ ＤＣＶ Ｃ
ＬＩＥＮＴＳ（常任代理人　香港上
海銀行）

ＰＡＳＥＯ ＣＬＵＢ ＤＥＰＯＲＴＩＶＯ
１，ＥＤＩＦＩＣＩＯ ４， ＰＬＡＮＴＡ
ＳＥＧＵＮＤＡ ＰＯＺＵＥＬＯ ＤＥ ＡＬ
ＡＲＣＯＮ ＭＡＤＲＩＤ ＳＰＡＩＮ（東京
都中央区日本橋３丁目１１－1）

2,094,484 1.63

伊東 祐司 東京都目黒区 1,602,562 1.25

LIFULL従業員持株会 東京都千代田区麹町１丁目４－４ 1,464,359 1.14

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯ
ＲＫ ＭＥＬＬＯＮ１４００４４
（常任代理人 株式会社みずほ銀
行）

２４０ ＧＲＥＥＮＷＩＣＨ ＳＴＲＥＥＴ，
ＮＥＷ ＹＯＲＫ， ＮＹ １０２８６， Ｕ．
Ｓ．Ａ．（東京都港区港南２丁目１５－１）

1,426,101 1.11

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯ
ＲＫ ＭＥＬＬＯＮ１４００４０
（常任代理人 株式会社みずほ銀
行）

２４０ ＧＲＥＥＮＷＩＣＨ ＳＴＲＥＥＴ，
ＮＥＷ ＹＯＲＫ， ＮＹ １０２８６， Ｕ．
Ｓ．Ａ．（東京都港区港南２丁目１５－１）

1,361,500 1.06

計 ― 84,761,508 66.04
 

１．発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第三位を四捨五入してお
ります。

２．上記のほか当社所有の自己株式6,245,451株があります。
３. 井上高志氏、伊東祐司氏の所有株式数は実質所有株式数を記載しております。

４．2026年２月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株
式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びアモーヴァ・ア
セットマネジメント株式会社が2026年２月13日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているも
のの、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況
には含めておりません。

 
　　大量保有者　　　三井住友信託銀行株式会社

　　住所　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

　　保有株券等の数　1,300,000株

　　株券等保有割合　0.97%

 
　　大量保有者　　　三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

　　住所　　　　　　東京都港区芝公園一丁目1番1号

　　保有株券等の数　1,765,600株

　　株券等保有割合　1.31%

 
　　大量保有者　　　アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

　　住所　　　　　　東京都港区赤坂九丁目7番1号

　　保有株券等の数　2,570,200株

　　株券等保有割合　1.91%
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(5) 【議決権の状況】
 

① 【発行済株式】

   2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

6,245,400

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,283,069 単元株式数は100株であります。
128,306,900

単元未満株式
普通株式

― ―
33,732

発行済株式総数 134,586,032 ― ―

総株主の議決権 ― 1,283,069 ―
 

(注) 単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式51株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社LIFULL

東京都千代田区麹町一丁目４番地４ 6,245,400 ― 6,245,400 4.64

計 ― 6,245,400 ― 6,245,400 4.64
 

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＬＩＦＵＬＬ(E05624)

半期報告書

15/40



第４ 【経理の状況】

 

１．要約中間連結財務諸表の作成方法について

当社の要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。)第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第

34号」という。)に準拠して作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第５編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年10月１日から2026年３月31

日まで)に係る要約中間連結財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
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１【要約中間連結財務諸表】

(１)【要約中間連結財政状態計算書】

（単位：百万円）

 注記
前連結会計年度
（2025年９月30日）

 
当中間連結会計期間
（2026年３月31日）

資産     
流動資産     
現金及び現金同等物  10,702  8,782

売掛金及びその他の短期債権 ８ 4,160  4,437

その他の短期金融資産 ８ 1,866  2,366

その他の流動資産  902  1,045

小計  17,631  16,632

売却目的で保有する資産 ７ 891  940

流動資産合計  18,522  17,572

     

非流動資産     

有形固定資産  3,184  5,152

使用権資産  789  503

のれん  385  395

無形資産  668  610

持分法で会計処理されている投資  197  362

投資不動産  5,504  5,455

その他の長期金融資産 ８ 8,379  9,841

繰延税金資産  3,234  2,061

その他の非流動資産  48  145

非流動資産合計  22,392  24,527

資産合計  40,915  42,100
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（単位：百万円）

 注記
前連結会計年度
（2025年９月30日）

 
当中間連結会計期間
（2026年３月31日）

負債及び資本     

負債     

流動負債     

買掛金及びその他の短期債務 ８ 2,047  2,229

借入金 ８ 843  857

リース負債  624  483

未払法人所得税  227  265

その他の短期金融負債  100  105

その他の流動負債  1,869  1,347

小計  5,712  5,289

売却目的で保有する資産に直接関連する負債 ７ 20  21

流動負債合計  5,732  5,310

     

非流動負債     

借入金 ８ 7,453  8,979

リース負債  204  53

引当金  1,059  －

その他の長期金融負債  166  61

繰延税金負債  23  9

その他の非流動負債  50  51

非流動負債合計  8,958  9,154

負債合計  14,691  14,465

     

資本     

親会社の所有者に帰属する持分     

資本金  9,726  9,736

資本剰余金  9,900  9,927

利益剰余金  7,863  8,074

自己株式  △2,009  △2,009

その他の資本の構成要素  540  1,539

親会社の所有者に帰属する持分合計  26,022  27,267

非支配持分  201  367

資本合計  26,223  27,635

負債及び資本合計  40,915  42,100
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(２)【要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書】

【要約中間連結損益計算書】

（単位：百万円）

 注記
前中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
至　2025年３月31日）

 
当中間連結会計期間
（自　2025年10月１日
至　2026年３月31日）

継続事業     

売上収益 ５,９ 14,291  14,901

売上原価  712  824

売上総利益  13,578  14,077

販売費及び一般管理費  11,582  11,737

その他の収益  67  54

その他の費用  238  48

営業利益  1,824  2,344

金融収益  42  28

金融費用  26  57

持分法投資損益（損失は△）  △38  △13

持分法による投資の売却損益  －  138

税引前中間利益  1,801  2,441

法人所得税費用  1,066  907

継続事業からの中間利益  734  1,533

非継続事業     

非継続事業からの中間利益（△損失） 11 2,990  △8

中間利益  3,725  1,525

     

中間利益の帰属（△損失）     

親会社の所有者  3,723  1,544

非支配持分  1  △19

中間利益  3,725  1,525

     

親会社の所有者に帰属する１株当たり中間利益     

基本的１株当たり中間利益（△損失）（円）     

継続事業 12 5.73  12.12

非継続事業 12 23.35  △0.06

合計 12 29.08  12.05

希薄化後１株当たり中間利益（△損失）（円）     

継続事業 12 5.73  12.10

非継続事業 12 23.35  △0.06

合計 12 29.08  12.04
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【要約中間連結包括利益計算書】

（単位：百万円）

 注記
前中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
至　2025年３月31日）

 
当中間連結会計期間
（自　2025年10月１日
至　2026年３月31日）

中間利益  3,725  1,525

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

FVTOCIの資本性金融資産  24  921

純損益に振り替えられることのない項目合計  24  921

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

為替換算差額  △3,187  70

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計  △3,187  70

その他の包括利益(税引後)  △3,162  992

中間包括利益  562  2,518

     

中間包括利益の帰属     

親会社の所有者  561  2,537

非支配持分  1  △19

中間包括利益  562  2,518
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(３)【要約中間連結持分変動計算書】

前中間連結会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

（単位：百万円）

 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の

資本の

構成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

非支配持分 資本合計

2024年10月１日残高  9,716 9,938 2,639 △2,009 3,819 24,105 97 24,202

中間利益  － － 3,723 － － 3,723 1 3,725

その他の包括利益  － － － － △3,162 △3,162 － △3,162

中間包括利益  － － 3,723 － △3,162 561 1 562

剰余金の配当 ６ － － △93 － － △93 － △93

株式報酬取引  3 △44 － － － △41 － △41

自己株式の取得  － － － △0 － △0 － △0

所有者との取引額等合計  3 △44 △93 △0 － △134 － △134

2025年３月31日残高  9,719 9,894 6,269 △2,009 656 24,531 98 24,629
 

 

当中間連結会計期間（自　2025年10月１日　至　2026年３月31日）

（単位：百万円）

 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の

資本の

構成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

非支配持分 資本合計

2025年10月１日残高  9,726 9,900 7,863 △2,009 540 26,022 201 26,223

中間利益  － － 1,544 － － 1,544 △19 1,525

その他の包括利益  － － － － 992 992 － 992

中間包括利益  － － 1,544 － 992 2,537 △19 2,518

剰余金の配当 ６ － － △1,333 － － △1,333 △3 △1,337

株式報酬取引  9 9 － － 6 25 － 25

自己株式の取得  － － － △0 － △0 － △0

非支配持分株主との
資本取引

 － 16 － － － 16 188 205

所有者との取引額等合計  9 26 △1,333 △0 6 △1,291 184 △1,106

2026年３月31日残高  9,736 9,927 8,074 △2,009 1,539 27,267 367 27,635
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(４)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

 注記
前中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
至　2025年３月31日）

 
当中間連結会計期間
（自　2025年10月１日
至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間利益  1,801 2,441

非継続事業からの税引前中間利益（△損失） 11 619 △7

減価償却費及び償却費  798 693

減損損失  200 －

金融収益  △79 △29

金融費用  123 57

売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)  △483 △271

買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)  △278 56

棚卸資産の増減額(△は増加)  △39 △99

賞与引当金の増減額(△は減少)  224 △569

支配喪失損益（△は益）  △1,224 －

債権放棄損  349 －

その他  △263 △511

小計  1,750 1,760

利息及び配当金の受取額  57 27

利息の支払額  △44 △51

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）  △395 116

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,369 1,852

     
投資活動によるキャッシュ・フロー     

資本性金融資産の取得による支出  △21 △170

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出  △6,488 △2,186

無形資産の取得による支出  △66 △49

子会社の支配喪失による減少額 10 △2,722 －

関連会社株式の取得による支出  － △216

関連会社株式の売却による収入  － 176

貸付による支出  △1,523 △1,516

貸付金の回収による収入  1,455 1,172

資産除去債務の履行による支出  － △900

その他  △3 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー  △9,370 △3,790
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（単位：百万円）

 注記
前中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
至　2025年３月31日）

 
当中間連結会計期間
（自　2025年10月１日
至　2026年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  300 200

短期借入金の返済による支出  △3,285 △184

長期借入れによる収入  6,216 1,704

長期借入金の返済による支出  △81 △180

配当金の支払額  △93 △1,332

リース負債の返済による支出  △339 △312

非支配持分からの払込による収入  － 91

その他  6 2

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,724 △11

     
現金及び現金同等物の為替変動による影響  34 73

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △5,243 △1,874

現金及び現金同等物の期首残高  14,633 10,702

売却目的で保有する資産に含まれる現金
及び現金同等物の増減額(△は減少)

 △858 △45

現金及び現金同等物の中間期末残高  8,532 8,782
 

EDINET提出書類

株式会社ＬＩＦＵＬＬ(E05624)

半期報告書

23/40



【要約中間連結財務諸表注記】

１. 報告企業

株式会社LIFULL（以下「当社」という。）は、日本に所在する株式会社であります。当社の登記されている本店の

住所は、東京都千代田区麹町一丁目４番地４であります。当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）の主な

事業内容は「５.セグメント情報」に記載しております。

 
２. 作成の基礎

(1) 要約中間連結財務諸表がIFRS会計基準に準拠している旨の記載

当社グループの要約中間連結財務諸表は、連結財務諸表規則第１条の２第２号に掲げる「指定国際会計基準特定

会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。なお、要約中

間連結財務諸表は、年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報を含んでいないため、前連結会計年度の連結

財務諸表と併せて使用されるべきものであります。

 
(2) 測定の基礎

要約中間連結財務諸表は公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。

 
(3) 機能通貨及び表示通貨

当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切

捨てて表示しております。

 
(4) 未適用の新たな基準書及び解釈指針

要約中間連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針の新設又は改訂は次のとおりであ

り、2026年３月31日現在において当社グループはこれらを適用しておりません。なお、以下基準の改訂による影響

は検討中であります。

基準書 基準名
強制適用時期
（以降開始年度）

当社適用年度 新設・改訂の概要

IFRS第９号
IFRS第７号

金融商品
金融商品：開示

2026年１月１日 2027年９月期

ESG連動要素を含んだ金融資産の分
類の明確化及び電子送金システムを
通じての金融商品の決済において認
識の中止が行われる日の明確化

IFRS第18号
財務諸表における
表示及び開示

2027年１月１日 2028年９月期
財務業績に関するより透明性と比較
可能性の高い情報を提供する財務諸
表の表示及び開示に関する規定

 

 
(5) 表示方法の変更

（要約中間連結キャッシュ・フロー計算書）

前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「賞与引当

金の増減額」は金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記しております。この表示方法の変更

を反映させるため、前中間連結会計期間の要約中間連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前中間連結会計期間の要約中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に表示していた△38百万円は、「賞与引当金の増減額」224百万円及び「その他」△263

百万円として組み替えております。
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３. 重要性がある会計方針

当社グループが本要約中間連結財務諸表において適用する会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表におい

て適用した会計方針と同様であります。なお、当中間連結会計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基

に算定しております。

 
 
４. 重要な会計上の見積り及び判断

要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影

響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っております。会計上の見積りの結果は、実際の結果とは異なる場合が

あります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見

直した連結会計期間と将来の連結会計期間において認識されます。要約中間連結財務諸表における重要な会計上の見

積り及び見積りを伴う判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
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５. セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループは、主に提供するサービス内容や業績管理の構成単位を基礎として、「HOME'S関連事業」を報告セ

グメントとしております。

 
各報告セグメントに属するサービスの種類は、以下のとおりであります。

 
報告セグメント サービスの種類

HOME'S関連事業
主に不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」や不動産投資と収益物件の情報サイト
「健美家」、及び関連事業等
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(2) 報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失、及びその他の項目

報告セグメントの会計方針は、要約中間連結財務諸表作成の会計方針と同じであります。

報告セグメント間の売上収益は市場実勢を勘案し、交渉の上決定しております。

当社グループの報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失、及びその他の項目は以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

（単位：百万円）

 報告セグメント その他
(注２)

合計
調整額
(注３)

連結
 HOME'S関連事業

売上収益      

外部顧客からの売上収益 13,031 1,260 14,291 － 14,291

セグメント間の売上収益 4 － 4 △4 －

計 13,035 1,260 14,295 △4 14,291

セグメント利益(△損失)(注１) 2,175 △185 1,989 6 1,995

その他の収益及び費用(純額)     △171

営業利益     1,824

金融収益及び費用(純額)     16

持分法投資損益(損失は△)     △38

税引前中間利益     1,801

その他の項目      

減価償却費及び償却費 518 59 577 － 577
 

(注) １．セグメント利益（△損失）は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除しております。

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、老人ホーム・介護施設の検索サ

イト「LIFULL介護」、地方創生事業等が含まれております。

３．セグメント利益（△損失）の調整額には、セグメント間取引の消去が含まれております。

 

当中間連結会計期間（自　2025年10月１日　至　2026年３月31日）

（単位：百万円）

 報告セグメント その他
(注２)

合計
調整額
(注３)

連結
 HOME'S関連事業

売上収益      

外部顧客からの売上収益 13,584 1,316 14,901 － 14,901

セグメント間の売上収益 0 － 0 △0 －

計 13,585 1,316 14,901 △0 14,901

セグメント利益(△損失)(注１) 2,591 △262 2,328 11 2,339

その他の収益及び費用(純額)     5

営業利益     2,344

金融収益及び費用(純額)     △28

持分法投資損益(損失は△)     △13

持分法による投資の売却損益     138

税引前中間利益     2,441

その他の項目      

減価償却費及び償却費 606 80 687 － 687
 

(注) １．セグメント利益（△損失）は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除しております。

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、老人ホーム・介護施設の検索サ

イト「LIFULL介護」、地方創生事業等が含まれております。

３．セグメント利益（△損失）の調整額には、セグメント間取引の消去が含まれております。
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６. 配当金

配当は、期末配当のみ実施しております。期末配当の決定機関は株主総会であります。

配当金の総額は以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

決議日 株式の種類
１株当たり配当額

(円)
配当の総額
(百万円)

基準日 効力発生日

2024年12月23日 普通株式 0.73 93 2024年９月30日 2024年12月24日
 

 

当中間連結会計期間
（自　2025年10月１日　至　2026年３月31日）

決議日 株式の種類
１株当たり配当額

(円)
配当の総額
(百万円)

基準日 効力発生日

2025年12月23日 普通株式 10.41 1,333 2025年９月30日 2025年12月24日
 

 
７. 売却目的で保有する資産及び直接関連する負債

売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の内訳は、以下のとおりです。

 
(1) 売却目的で保有する資産

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
（2025年９月30日）

当中間連結会計期間
（2026年３月31日）

現金及び現金同等物 890 935

その他の流動資産 1 4

合計 891 940
 

 
(2) 売却目的で保有する資産に直接関連する負債

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
（2025年９月30日）

当中間連結会計期間
 （2026年３月31日）

買掛金及びその他の短期債務 2 0

その他の流動負債 2 2

繰延税金負債 16 17

合計 20 21
 

 

前連結会計年度及び当中間連結会計期間における売却目的で保有する資産及び直接関連する負債は、前連結会計年

度においてMitula Group Limitedを解散及び清算する決議を行ったことから、売却目的保有に分類したものでありま

す。なお当中間連結会計期間末時点で清算は未了であります。
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８. 金融商品

(1) 金融商品の分類

当社グループにおける金融商品（現金及び現金同等物を除く）の分類は、以下のとおりであります。

前連結会計年度（2025年９月30日）

（金融資産）

（単位：百万円）

 
FVTOCIの

資本性金融資産
償却原価で測定する

金融資産
合計

売掛金及びその他の短期債権 － 4,160 4,160

その他の短期金融資産 32 1,833 1,866

その他の長期金融資産 6,077 2,302 8,379

合計 6,109 8,296 14,406
 

 
（金融負債）

（単位：百万円）

 
償却原価で測定する

金融負債
合計

買掛金及びその他の短期債務 2,047 2,047

借入金（流動） 843 843

借入金（非流動） 7,453 7,453

合計 10,344 10,344
 

 
当中間連結会計期間（2026年３月31日）

（金融資産）

（単位：百万円）

 
FVTOCIの

資本性金融資産
償却原価で測定する

金融資産
合計

売掛金及びその他の短期債権 － 4,437 4,437

その他の短期金融資産 202 2,163 2,366

その他の長期金融資産 7,423 2,418 9,841

合計 7,626 9,019 16,645
 

 
（金融負債）

（単位：百万円）

 
償却原価で測定する

金融負債
合計

買掛金及びその他の短期債務 2,229 2,229

借入金（流動） 857 857

借入金（非流動） 8,979 8,979

合計 12,067 12,067
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(2) 金融商品の公正価値

①償却原価で測定する金融商品

償却原価で測定する金融商品の公正価値は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 

前連結会計年度
（2025年９月30日）

当中間連結会計期間
（2026年３月31日）

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

償却原価で測定する金融資産     

　その他の長期金融資産（注２） 2,295 2,249 2,412 2,353

償却原価で測定する金融負債     

　借入金（注３） 7,813 7,822 9,337 9,356
 

（注）１．帳簿価額が公正価値の合理的な近似値になっている金融商品は、上表に含めておりません。

２．要約中間連結財務諸表上の非流動資産「その他の長期金融資産」のうち、貸付金及び債権と敷金及び保証

金を記載しております。

３．１年内返済予定の長期借入金を含んでおり、当初の契約期間が短期の借入金は含めておりません。

　

上記の金融商品の公正価値の主な測定方法は、以下のとおりであります。

(a)その他の長期金融資産

その他の長期金融資産の公正価値は、用途により区分したうえで、当該区分の利用期間及び信用リスクを加味し

た利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。

(b)借入金

借入金の公正価値は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定してお

り、レベル２に分類しております。

 
②公正価値で測定する金融商品

公正価値で測定される金融商品は、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、公正価値の階層

の３つのレベルに分類しています。

公正価値の階層は、以下のレベルとなっております。

レベル１―同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により測定した公正価値

レベル２―レベル１以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値

レベル３―観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値

公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルは、公正価値の測定の重要なインプットのうち、最も低い

レベルにより決定しております。公正価値の階層ごとに分類された、要約中間連結財政状態計算書に公正価値で認

識される金融商品は以下のとおりであります。

 
要約中間連結財政状態計算書において、経常的に公正価値で測定される金融商品

公正価値の階層のレベルごとに分類された、経常的に公正価値で測定する金融資産の内訳は、以下のとおりで

す。なお、非経常的に公正価値で測定する資産及び負債は、「７．売却目的で保有する資産及び直接関連する負

債」に記載しております。

（単位：百万円）

 
前連結会計年度（2025年９月30日）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産     

FVTOCIの資本性金融資産 － － 6,109 6,109
 

（注）前連結会計年度においてレベル１，２及び３間の振替はありません。
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（単位：百万円）

 
当中間連結会計期間（2026年３月31日）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産     

FVTOCIの資本性金融資産 － － 7,626 7,626
 

（注）当中間連結会計期間においてレベル１，２及び３間の振替はありません。
 

上記の金融商品の公正価値の主な測定方法は、以下のとおりであります。

FVTOCIの資本性金融資産

FVTOCIの資本性金融資産は、主として非上場株式で構成されており、当社グループの定める最も適切かつ関連性

の高い入手可能なデータを利用するための方針と手続に基づき、独立した第三者間取引による直近の取引価格、純

資産価値等の定量的な情報を総合的に考慮した適切な評価方法により公正価値を算定しており、レベル３に分類し

ております。当該公正価値の測定には、対象銘柄における純資産価額等の観察可能でないインプットを利用してい

ます。

なお、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の増減は見

込まれていません。

CONNECT NEXT PTE.LTD.(以下、CONNECT NEXT)の公正価値の算定方法に当たっては、CONNECT NEXTの株主価値を割

引キャッシュ・フロー予測を用いて算定し、当該株主価値をもとに種類株式の評価をしております。

公正価値の算定に当たっては、経営者が承認した５年間を限度とする事業計画に基づいております。当該事業計

画は、業界の将来の見通しに関する経営者の評価と過去の実績を反映したものであり、外部情報及び内部情報に基

づき作成しております。また、事業計画の対象期間を超える将来キャッシュ・フロー予測を推定するために使用す

る成長率は、CONNECT NEXTが属する市場または国の平均成長率を勘案して決定しており、2.1％を使用しておりま

す。また、税引後割引率は、CONNECT NEXTに関連する加重平均資本コストを基礎に算定しており、14.5％を使用し

ております。この算定された株主価値をもとに種類株式の評価を行っております。なお、当中間連結会計期間末の

公正価値についても同様の方法で算定をしており、6,884百万円と評価しております。
 

レベル３に分類された金融商品に係る期首残高から期末残高への調整は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年10月１日
至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　2025年10月１日
至　2026年３月31日)

 
FVTOCIの

資本性金融資産
FVTPLの
金融負債

FVTOCIの
資本性金融資産

FVTPLの
金融負債

期首残高 555 3,999 6,109 －

利得及び損失合計     

損益 － 76 － －

その他の包括利益 35 － 1,346 －

取得 5,933 － 170 －

売却 － △4,075 － －

期末残高 6,524 － 7,626 －
 

 

上記の金融商品に関し、純損益に認識された利得及び損失は、要約中間連結損益計算書の「金融費用」及び「そ

の他の収益」に含まれております。また、その他の包括利益に認識された利得及び損失は、要約中間連結包括利益

計算書の「FVTOCIの資本性金融資産」に含まれております。

 
③評価プロセス

レベル３に分類される資産、負債については、経営管理部門責任者により承認された評価方針及び手続に従い、

外部の評価専門家又は適切な評価担当者が評価及び評価結果の分析を実施しております。評価結果は経営管理部門

責任者によりレビューされ、承認されております。
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９. 売上収益

収益の分解

顧客との契約から生じる収益の金額は以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

  （単位：百万円）

 HOME'S関連事業 その他 合計

LIFULL HOME'S 12,585 － 12,585

その他 445 1,260 1,705

顧客との契約から生じる収益 13,031 1,260 14,291
 

（注）その他の源泉から生じる収益の重要性は乏しいため、その他に含めて表示しております。

 
当中間連結会計期間（自　2025年10月１日　至　2026年３月31日）

（単位：百万円）

 HOME'S関連事業 その他 合計

LIFULL HOME'S 13,041 － 13,041

その他 543 1,316 1,860

顧客との契約から生じる収益 13,584 1,316 14,901
 

（注）その他の源泉から生じる収益の重要性は乏しいため、その他に含めて表示しております。

 

 主な財又はサービスの内容

LIFULL HOME'S
物件情報掲載のためのプラットフォームの提供、LIFULL HOME'S内の広告掲載サービス、ユーザー
送客サービス

その他 『LIFULL介護』等の広告関連サービス、地方創生事業、地域創生ファンド等
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10. 企業結合等

前中間連結会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

（支配の喪失）

　当社は、2025年１月17日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるLIFULL CONNECT, S.L.（以下、LIFULL

CONNECT）の株式の異動に関する契約書を締結することを決議し、2025年１月21日付で当社が保有するLIFULL CONNECT

の全株式の異動が完了いたしました。

　なお、本件は当社の完全子会社であるLIFULL CONNECTの全株式をCONNECT NEXT PTE. LTD.（以下、CONNECT NEXT）

に現物出資することにより、同社の議決権を有しない種類株式を取得する取引であるため、LIFULL CONNECTを当社の

連結範囲から除外しております。

 
(1) 支配喪失の理由

　当社グループは、「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、2021年９月期～2025年９月

期までの中期経営計画の中で、国内最大級の不動産情報サービス「LIFULL HOME’S」と海外事業の拡大に注力して

おりました。海外においては、2019年に、それまでに子会社化していたTrovit Search, S.L.とMitula Group

Limitedの持株会社であるLIFULL CONNECTを設立し、2023年にはタイを中心にインターネットを活用したDXエージェ

ントを行うFazWaz Thailand Co. Ltd.を子会社化する等で、成長戦略「Moving to Direct（アグリゲーションサー

ビスから、実契約により近いポータルサイト・DXエージェントへサービスの転換）」を推進してまいりました。戦

略通りDirect領域は拡大しておりますが、代表的な検索エンジンのアルゴリズム変更等の外部環境の急激な変化か

らアグリゲーションの減収が進み、2020年９月期、2021年９月期、2024年９月期に、計画の見直しや評価基準の変

更等により回収可能価額を検討し、のれんの減損損失を計上しております。

　国内においては、主要事業の成長拡大に向けた選択と集中を行っており、主要事業のLIFULL HOME’Sでは、2023

年９月期、2024年９月期共に、売上収益は順調に回復を継続しています。

　このような状況のもと、海外特定子会社の異動を含む海外事業のリストラクチャリングを実施し、国内の事業拡

大に向けて経営資源を集中することで、国内事業の成長を最大限加速することができると判断いたしました。 

 
(2) 支配喪失した事業の内容

①子会社の名称 LIFULL CONNECT,S.L.
②本社所在地 スペイン / バルセロナ
③代表者の役職・氏名 CEO, Michael Stuart Bernard Kenner

④事業内容
アグリゲーションサイトを運営するグループ会社の経営管理並びにそれ
に付随する業務

⑤設立年月日 2019年11月
⑥資本金  3,001ユーロ（2024年９月30日現在）
⑦総資産額 19,158百万円（2024年９月30日現在）
⑧売上収益  8,153百万円（2024年９月期）

 

 
(3) 相手先の概要

①名称 CONNECT NEXT PTE.LTD.
②本社所在地 シンガポール
③代表者の役職・氏名 CEO、Michael Stuart Bernard Kenner
④事業内容 持株会社
⑤資本金 非上場会社のため非開示
⑥設立年月日 2024年12月17日
⑦大株主及び持株比率 FWG HOLDINGS PTE. LTD. 100％

 

 
(4) 支配喪失日

2025年１月１日

※2025年１月21日に契約締結を行っておりますが、他の議決権保有者との間の契約上の取り決め及び投資先へ

の関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利の状況等を考慮して、2025年１月１日

を支配喪失日として取り扱っております。
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(5) 支配喪失前後の議決権所有割合、株式の状況及び譲渡価額等

① 支配喪失前の所有株式数 (LIFULL CONNECT) 普通株式3,001株（議決権所有割合100％）

② 支配喪失後の所有株式数 (LIFULL CONNECT) ０株

③ 支配喪失前の所有株式数 (CONNECT NEXT) ０株

④ 支配喪失後の所有株式数 (CONNECT NEXT) Series A株式1,386,000株（議決権所有割合０％）

⑤ 譲渡価額等

LIFULL CONNECTの株式異動に伴う現金対価はありませ
ん。
当社の所有するLIFULL CONNECT全株式を、CONNECT NEXT
に現物出資する対価として、当社はCONNECT NEXTの議決
権を有しない種類株式5,931百万円を取得しました。
種類株式（Series A株式）の内容については、下記のと
おりです。
 ・議決権：なし
 ・配当：普通株式と同様
 ・清算時優先配当：CONNECT NEXTの清算、解散または終
結、CONNECT NEXTの過半数以上の株式譲渡、CONNECT
NEXTの過半数を保有する株主変更となる合併等が発生
した場合、Series A株主が他の種類株式・普通株式の
株主に優先して分配を受ける。

 ・自動転換：普通株式の新規公開、株主間の相互合意、
当社のCONNECT NEXTに対する持株比率が20％未満にな
る場合は自動的に普通株式に転換される。

 

CONNECT NEXTの公正価値の算定方法に当たっては、CONNECT NEXTの株主価値を割引キャッシュ・フロー予測

を用いて算定し、当該株主価値をもとに種類株式の評価をしております。

公正価値の算定に当たっては、経営者が承認した５年間を限度とする事業計画に基づいております。当該事

業計画は、業界の将来の見通しに関する経営者の評価と過去の実績を反映したものであり、外部情報及び内部

情報に基づき作成しております。また、事業計画の対象期間を超える将来キャッシュ・フロー予測を推定する

ために使用する成長率は、CONNECT NEXTが属する市場または国の平均成長率を勘案して決定しており、2.2％を

使用しております。また、税引後割引率は、CONNECT NEXTに関連する加重平均資本コストを基礎に算定してお

り、14.5％を使用しております。この算定された株主価値をもとに種類株式の評価を行っております。なお、

期末の公正価値についても同様の方法で算定をしており、5,448百万円と評価しております。

 
(6) 実施した会計処理の概要

①支配喪失に伴う損益

　要約中間連結損益計算書の非継続事業からの中間利益において、支配喪失益を1,224百万円計上いたしました。

 
②支配の喪失を伴う資産及び負債

 （百万円）

流動資産 3,452

のれん 9,911

その他非流動資産 2,257

資産合計 15,621

流動負債 2,617

非流動負債 4,879

負債合計 7,496
 

 

③支配喪失に伴うキャッシュ・フロー

 （百万円）

支配喪失時の資産のうち、現金及び現金同等物 2,652

支配喪失に関連する費用 70

子会社の支配喪失による減少額 2,722
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当中間連結会計期間（自　2025年10月１日　至　2026年３月31日）

該当事項はありません。

 
11. 非継続事業

前中間連結会計期間において、連結子会社であったLIFULL CONNECT, S.L.を連結の範囲から除外したこと及び連

結子会社であるMitula Group Limitedを解散及び清算する決議を行ったことにより、海外事業を非継続事業に分類

し、区分して表示しております。

なお、本連結除外に伴う支配喪失損益等は非継続事業からの中間利益（△損失）に計上しております。

 
(1) 非継続事業の損益

（単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年10月１日
至　2026年３月31日）

非継続事業の損益（注）   

収益 3,325 6

費用 2,706 14

非継続事業からの税引前中間利益（△損失） 619 △7

法人所得税費用 △2,370 0

非継続事業からの中間利益（△損失） 2,990 △8
 

（注）前中間連結会計期間において、LIFULL CONNECT, S.L.に対する支配を喪失したことによる支配喪失益1,224百万

円及び関連費用を含んでおります。

 
(2) 非継続事業からのキャッシュ・フロー

（単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年10月１日
至　2026年３月31日）

非継続事業からのキャッシュ・フロー   

営業活動によるキャッシュ・フロー △102 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー（注） △2,796 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △36 －

合計 △2,935 △3
 

（注）前中間連結会計期間において、LIFULL CONNECT, S.L.に対する支配を喪失したことによる「子会社の支配喪失

による減少額」△2,722百万円を含んでおります。
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12. １株当たり利益

親会社の所有者に帰属する１株当たり中間利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年10月１日
至　2026年３月31日）

親会社の所有者に帰属する中間利益(△損失)(百万円) 3,723 1,544

継続事業 733 1,553

非継続事業 2,990 △8

基本的期中平均普通株式数(株) 128,025,559 128,170,029

希薄化性潜在的普通株式の影響 － 155,746

希薄化後の期中平均普通株式数 128,025,559 128,325,775

親会社の所有者に帰属する１株当たり中間利益
(△損失)(円)

  

基本的１株当たり中間利益(△損失) 29.08 12.05

継続事業 5.73 12.12

非継続事業 23.35 △0.06

希薄化後１株当たり中間利益(△損失) 29.08 12.04

継続事業 5.73 12.10

非継続事業 23.35 △0.06
 

（注）前中間連結会計期間において、当社及びグループ会社が発行する新株予約権は、希薄化効果を有していないた

め、希薄化後１株当たり当期利益の算定に含めておりません。

 
13. 関連当事者取引

前中間連結会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

    （単位：百万円）

種類 名称 関連当事者関係の内容 取引金額 科目 未決済金額

重要な影響力を有
する個人

Michael Stuart Bernard
Kenner（注１）

LIFULL CONNECT株式の異
動に関する取引

（注２） （注２） －

その他の関係会社
（注３）

楽天グループ株式会社 投資不動産の取得 5,587 投資不動産 －
 

（注）１．当社の子会社であったLIFULL CONNECT, S.L.のCEOであります。

２．当該取引金額等については、「第４ 経理の状況１ 要約中間連結財務諸表等　要約中間連結財務諸表注

記」の「10．企業結合等」をご参照ください。

３．当社は、当該会社の関連会社であります。取引金額については、一般取引条件と同様に、提示された価格

をもとに検討し、交渉のうえ決定しております。

 
当中間連結会計期間（自　2025年10月１日　至　2026年３月31日）

該当事項はありません。

 
14. 要約中間連結財務諸表の承認

本要約中間連結財務諸表は、2026年５月12日に当社代表取締役社長執行役員 伊東祐司によって承認されておりま

す。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ＬＩＦＵＬＬ(E05624)

半期報告書

38/40



独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
　

2026年5月12日

株式会社LIFULL

取締役会  御中

　

PwC Japan有限責任監査法人

　　　 東京事務所
 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 林　　　　　壮 一 郎  

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 木　　村　　圭　　佑  

 

　

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社LIFULLの

2025年10月1日から2026年9月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年10月1日から2026年3月31日まで）に

係る要約中間連結財務諸表、すなわち、要約中間連結財政状態計算書、要約中間連結損益計算書、要約中間連結包括利

益計算書、要約中間連結持分変動計算書、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを

行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約中間連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作

成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、株式会社LIFULL及び

連結子会社の2026年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に

適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の

責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

要約中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

要約中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約中間連結財務諸表を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、継続企業に関する事項を開

示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約中間

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約中間連結財務諸表において、国際会計基準第1号「財務諸

表の表示」第4項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約中間連結財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

要約中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中

レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき

なくなる可能性がある。

・　要約中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、

並びに要約中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。
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・　要約中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、要約中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独

で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

 
 

（注）1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。
 2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＬＩＦＵＬＬ(E05624)

半期報告書

40/40


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	大株主の状況

	(5)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１要約中間連結財務諸表
	(１)要約中間連結財政状態計算書
	(２)要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書
	要約中間連結損益計算書
	要約中間連結包括利益計算書

	(３)要約中間連結持分変動計算書
	(４)要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
	要約中間連結財務諸表注記


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

